
報告第３号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したの

で、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月２８日 提出 

 

                    京田辺市長  上 村  崇   

 

 

 

 

記 

 

令和６年度田辺小学校中校舎棟長寿命化改修工事請負契約の一部変更契約 

 

 



専 決 処 分 書 

  

令和６年度田辺小学校中校舎棟長寿命化改修工事請負契約の一部 

変更契約 

 

令和６年度田辺小学校中校舎棟長寿命化改修工事請負契約の一部を下記のと

おり変更し、契約を締結する。 

  

  

令和７年３月４日 

   

  

                    京田辺市長  上 村  崇 

  

記 

 

１ 契約の目的 

令和６年度田辺小学校中校舎棟長寿命化改修工事 

２ 契約の金額 

（１）変更契約金額（変更後の総契約金額）  ３７１，８５７，２００円 

（２）変更による増額金額           １４，０５３，６００円 

３ 契約の相手方   

住 所    京田辺市草内宮ノ後３３番地の６ 

氏 名    株式会社野原工務店 

    代表取締役 渡邉 孝一 

４ 変更契約締結日 

   令和７年３月５日 



便所

配　置　図

給食室棟

プール

南校舎棟
屋内運動場

仮設校舎Ｂ

第2職員室

新規受水槽

グランド

渡り廊下

中校舎棟

北校舎棟

　京田辺市　開発指導課

工事名

図面名 縮尺

図面　№

配　置　図
１

：工事対象建物を示す。

令和６年度　田辺小学校中校舎棟長寿命化改修工事

主な変更理由

①外壁改修の現地詳細調査による増額

②内壁改修の現地詳細調査による増額

③金属手摺の再使用を現地納まりにより新設に変更

④その他精算による増額

変更請負金額　￥１４，０５３，６００-（増額）


